
 

 

 

 

 

 

  

 

伏見区では，今年度も，区民の皆さんが，自分たちの地域を暮らしやすい魅力あ

ふれるまちにしていくために，区民主体で取り組まれるまちづくり活動経費の一部

を支援する「伏見区区民活動支援事業」の対象事業を募集します。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

募集期間  

平成２５年４月１５日（月）～平成２５年５月１５日（水）必着 

 

応募に当たっての相談・問合せ先  

伏見区役所地域力推進室まちづくり推進担当（TEL611-1144） 

深草支所地域力推進室まちづくり推進担当（TEL642-3203） 

醍醐支所地域力推進室まちづくり推進担当（TEL571-6135） 

   京都市市民活動総合センター（TEL354-8721） 

   伏見いきいき市民活動センター（TEL646-4274） 

 

書類提出先  

＜持参の場合＞ 

 伏見区役所・深草支所・醍醐支所地域力推進室まちづくり推進担当 
＜郵送の場合＞ 
 〒６１２－８５１１（住所不要） 
 伏見区役所地域力推進室まちづくり推進担当 宛に送付してください。 

 

今こそ，思いをかたちに！ 

30万円を上限に補助します。 
「こんなまちづくり活動をしたい」「このまち

に住み続けたい」という，あなたの熱い思いを

形にしてみませんか？  

多くの御応募をお待ちしています。  



１ 支援対象となる事業 
 
  平成２５年度（平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日まで）に

伏見区内で実施する下記の伏見区基本計画取組目標のいずれかに該当する
事業です。 

【伏見区基本計画の５つの取組目標】 
 １ 循環型社会の要を担い，環境共生・低炭素社会の魁をめざします 
 ２ 自然と歴史がいきづく地域の魅力を学び，発信します 
 ３ 伏見力を活かし，「新しい京都」のまちづくりを牽引します 
 ４ 地域のコミュニティが人を育み，すこやかな暮らしを支えるまち

をめざします 
 ５ 安心安全で，人にやさしい便利なまちをめざします 

  ただし，以下の事業は支援対象になりません。 
○ 学区まつりや学区民体育祭など地域で既に恒例となっている既存事業 
○ 政治・宗教・営利（活動）を目的とした事業 
○ 公の秩序又は善良の風俗に反する事業 

 
２ 支援対象となる団体 
 

伏見区内で支援対象となるまちづくり活動を実施し，活動終了時まで 
責任をもって遂行できる団体・グループ。 
 ただし，一事業年度に申請できるのは，一団体・一グループ当たり，一
事業のみです。 

 
３ 支援内容 
 

補助金交付額は，必要事業経費（注１）の４分の３以内で上限は３０万円
です。なお，上限の範囲内で，まちづくり活動に参画するボランティアス
タッフの労力を金額に換算し，補助金交付申請額に加算することができま
す。 

計画内容により最大２年間，予算の範囲内で継続して支援します。 
事業完了前に補助金交付額の２分の１をお支払いすることも可能です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

注１ ＊必要事業経費に該当するものの例＊ 
（１）事業活動に必要な資材及び消耗品等の購入費用  

（２）パンフレット，チラシ等の広報物の印刷，製作，発送に要する費用 

（３）活動の記録に要する費用 

（４）会場使用料及び機材等の賃貸借にかかる費用  

（５）会場設営等事業活動に直接必要な役務にかかる費用 

（６）ボランティア保険等の事業活動に直接必要な保険の掛け金 

（７）事業活動として行う講演会等の講師及びアドバイザーへの謝礼金 

（８）事業活動に参画する講師，従事者及びボランティア等の交通費 

（９）その他区長が必要と認める費用 

＊必要事業経費に該当しないものの例＊ 
 （１）平成２５年３月３１日以前又は，平成２６年４月1日以降の事業に要する費用 

（２）有償スタッフの人件費 

（３）飲食，打ち上げ，レセプション等の経費（講師用，会議用のお茶，水類を除く。）  

（４）領収書の無い等，支出の根拠が確認できない経費  

（５）その他使途が不明な費用  

（６）その他区長が適当と認めないもの 

（注２） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ～支援内容（補助金交付額）の考え方～ 
 

例１ 必要事業経費が 30 万円の場合 

（支出）         （収入）         

必要事業経費 

（30万円） 

 補助金交付額 

（22万5千円） 

必要事業経費30万円×

3/4以内 

 

 

 

 

 

  
（7万5千円） 

 

例２ 必要事業経費が40万円の場合  

     （支出）        （収入） 

必要事業経費 

（40万円） 

 
補助金交付額 

(30万円) 

必要事業経費40万円×

3/4以内 

 

 

  

 

  

（10万円） 

  
４ 選考方法 
 
  平成２５年６月下旬（詳細は別途お知らせします）に開催する審査会に

おいて，応募事業の審査を行います。その審査結果を踏まえ，伏見区長が
支援事業を決定します。 

なお，申請団体は，審査会において事業計画の内容を自ら説明すること
ができます。また，審査会が必要と認める場合，申請団体に審査会にお越
しいただき，事業の説明をしていただく場合があります。 

 

既に補助金交付額が上限

の30万円に達しているた

め，ボランティアスタッフ

の労力換算による補助金の

加算を受けることができま

せん。不足分は自己資金等

を充当していただく必要が

あります。 

 
注２ ＊労力の換算方法＊ 

 
（１）金額換算 

事業に参画するボランティアスタッフの労力を，一人１時間当たり５００
円として換算します。 

 
 （２）注意事項 
   ア 金額換算の対象は，事業を実施する団体・グループの運営に参画する無

償のボランティアとします。ただし，当該事業に参画しない一般参加者
（来場者等）は含みません。 

イ 労力換算に基づいて積算した補助金交付を申請する団体は，申請書提出
の際に，「労力換算額算定書」（提出書類④）を提出していただきます。 

 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｽﾀｯﾌの労力換算によ
る補助金の加算（7万5千円） 
例：500円×15名×10時間 

ボランティアスタッフの労力換算

による補助金の加算が可能です。 

 



～京都府地域力再生プロジェクト支援事業交付金について～  

  

 京都府においても，皆さんの自主的なまちづくり活動を応援しています！ 

 詳細は，京都府府民生活部府民力推進課（TEL414-4452）にお問合せいただくか， 

京都府ホームページ(http://www.pref.kyoto.jp/chiikiryoku/1181010434252.html)

を御覧ください。 

 

地域力再生 交付金  検索 

 

５ 支援事業数 

 
  ３０事業程度（ただし，予算上の制約により増減することがあります） 
 
６ 応募方法 
 
 【提出書類】 
   ①～⑤については，区役所・支所・出張所で様式を配布しています。

又は伏見区ホームページ（http://www.city.kyoto.lg.jp/fushimi/）か
らもダウンロードができます。 
①  交付申請書 
②  事業計画書 
③  事業予算書 
④  労力換算額算定書 

⑤  団体等の活動状況報告書 
⑥  団体等の規約 
⑦  団体等の役員名簿 

（ただし，④については対象となる経費がない場合は不要） 
【期限】 ５月１５日（水）必着 
【提出先】伏見区役所・深草支所・醍醐支所地域力推進室まちづくり推進担当 

   郵送の場合は，「〒６１２－８５１１（住所不要）伏見区役所地 
  域力推進室まちづくり推進担当」宛に送付してください。  

 
７ 事業終了後の手続き 
 
  事業終了後，速やかに所定の報告書を提出してください。 

ただし，平成２６年３月に事業を実施する場合等，平成２６年３月３１
日までに報告書を提出することが困難である場合は，別途御相談ください。 

当該事業に関する申請書，収支報告書など関連書類は，事業が完了した
翌年から５年間保存し，伏見区長から閲覧を求められた際には，これに応
じなければならないものとします。 

 
８ その他 
 

この事業の周知や活動の輪を広げていくため，支援事業に採択後，貴団
体で印刷物等を作成される際には，後日，区役所が指定するロゴマーク又
は「この事業は伏見区区民活動支援事業の補助を受けています」の文言を
積極的に掲載してください。 
 


